
〈自治会員の皆さまへ〉　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、回覧板については、可能な限り直
接手渡しを避け、ポストへの投函など間接的な受け渡しをお願いします。また、回覧板を受け取った後
は、日常生活と同様、石けんによる手洗いやアルコール消毒液等による消毒をお願いします。

茨木市自治会連合会

いきいき・わくわく自治会活動報告
茨木市自治会連合会

・・地区連合自治会長研修会について
・「自治会における情報発信やITを活用した取組についてのアンケート調査」集計結果

〒567－8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所
〈市民文化部市民協働推進課〉
☎072‒620‒1604（ダイヤルイン）

環境にやさしい植物性大豆油
インキを使用しています。
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主な内容
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回覧板の取扱いに関するお願い
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新型コロナワクチンについてのお知らせ

　現在、茨木市では、国のスケジュールにしたがって

市民の皆さまが安心して新型コロナワクチンを接種で

きるよう準備を進めています。

　接種の時期や場所等の詳細は、国の決定後、広報い

ばらきや市のホームページ等でお知らせします。

　新型コロナワクチンの接種券や接種予約のご不明な
点は、市のコールセンターへお問い合わせください。

   ☎0120 -695-890（通話料無料）
　　  ●FAX：０７２-６５５-２７６０
  　　●平日：午前９時～午後８時
　  　●土・日曜日・祝日：午前９時～午後５時

市コールセンター

（１）第６９号 令和３年（２０２１年）３月１５日

　茨木市自治会連合会で作成しております回覧
板を１枚200円で配付しております。
　配付枚数の上限は、各自治会の班数×２まで
でお願いします。
　市民協働推進課（自治会連合会事務局：市役
所本館２階10－①番窓口）まで現金を持って
取りに来ていただきますようお願いします。

　茨木市自治会連合会では、「自治会加入案内ちらし」
（A4版）、「自治会ハンドブック」（冊子）、「自治会ハンド
ブック概要版」（冊子）を作成しております。各自治会
で未加入世帯に加入案内される時に是非ご活用下さい。
　ご希望の場合は、市民協働推進課（茨木市自治会連
合会事務局：市役所本館２階１０－①番窓口）までご
連絡もしくはお越しください。

☎072－620－1604（直通）

有料回覧板の配布回覧板の配布回覧板の配布回覧板の配布 自治会加入促進について

●茨木市自治会連合会では、今年度中にホームページを作成する予定です。
　各地区連合自治会や各自治会がホームページを作成するためのテンプレートの提供等を予定
しておりますので、ホームページの作成をお考えの場合は、市民協働推進課（茨木市自治会連
合会事務局：市役所本館２階１０－①番窓口）までご相談ください。

〈事務局〉０７２‒６２０‒１６０４（直通）  　E-mail　shiminkyoudou@city.ibaraki.lg.jp

会議開催についてどのような工夫をしていますか。（複数回答可）

自治会活動について、今後ITを活用した取組を進める予定は
ありますか。（複数回答可）
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0 　  50 　 100   150 　200　 250　300

書面による開催

3密を避け、フェイスシールド等
を活用

リモート会議
の開催

その他

242

137

155

8

● 今後のITを活用した取組について ●
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●避難時には、通常の備蓄品に
加えて、マスク（タオル等）／
アルコール消毒
液（除菌ウェッ
トティッシュ）
／体温計を持参
しましょう。
●避難所等では、こまめな手洗
いや手指の消毒に加え、せき
エチケット等の基本的な感染
症対策をしましょう。また、
マスクの着用や検温も徹底し
ましょう（可能な範囲で避難前
も検温を）。
●三つの密（密閉空間、密集場所、
密接場面）を避けるため、避難
所内では十分な換気と、避難
者同士の十分なスペースの確
保に協力しましょう。
●過密状態による避難所での感
染拡大を防ぐため、自宅等での
安全確保が可能な場合には在
宅での避難や親戚・友人の家等
への避難も検討しましょう。

避難行動時等の感染症対策
について

～もしもに備えて～
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（４頁につづく）

～自治会集会施設等整備事業補助制度（特例分）について～～自治会集会施設等整備事業補助制度（特例分）について～
　茨木市にて、自治会において新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行う場合に、必要な経費を補助する
制度があります。令和３年２月末時点での申請件数は、下記のとおりです。申請期限は、令和３年３月31日で、
令和２年度限りの制度です。

集会施設を有する自治会 集会施設を有しない自治会

制度の詳しい内容は、茨木市ホームページの市民協働推進課のページをご覧ください。  【問合先】市民協働推進課  072‒620‒1604

【対　　象】単位自治会（１自治会あたり１集会施設、複数あ
　　　　　  る場合は上限２集会施設）
【対象経費】手指消毒液、飛沫防止板、空気清浄機等の購入に 
　　　　　  要する経費、換気扇等の整備に要する経費
【補　助　額】上限５万円

【対　　象】単位自治会
【対象経費】手指消毒液、ビニール手袋、ペーパー  
　　　　　 タオル等衛生用品（消耗品）の購入に要   
　　　　　  する経費
【補　助　額】上限２万円

申請自治会 /対象自治会

115 / 229
申請自治会 /対象自治会

26 / 277

自治会における情報発信やＩＴを活用した自治会における情報発信やＩＴを活用した
取組についてのアンケート調査取組についてのアンケート調査
　昨年10月に単位自治会を対象に実施いたしました「自治会における情報発信やITを活用した取組に
ついてのアンケート調査」について、505自治会のうち425自治会から回答をいただきました。回答を
取りまとめましたので、今後の自治会活動の参考にしていただければ、幸いです。

自治会活動において、会員への情報発信・情報共有にどのような手段を活用していますか。（複数回答可）●❶

集計
結果
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電子メール、SNSを活用の内訳
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研修会の様子

北西より芝生広場、建物外観を見る

交流ホワイエ

読書テラス

大ホール

茨木市地区連合自治会長研修会茨木市地区連合自治会長研修会
●テーマ：「新しい市民会館と跡地エリアの活用等について」  ●講 師  茨木市長  福 岡  洋 一 氏

日時：令和２年11月26日

　今年度は、新型コロナウイルスの感染対策を講じ
ながら、新しい市民会館と跡地エリアのコンセプト
や、今後の茨木市のまちづくりについて、茨木市長
福岡洋一氏を講師に招いて、令和２年11月26日に
茨木市福祉文化会館302号室において研修会を開催
しました。
　研修会には、各地区連合自治会長31人が参加し、
福岡市長から「新しい市民会館や跡地エリア」をはじ
め、「安威川ダムと周辺整備」や「元茨木川緑地のリ・
デザイン」、また、「彩都」や「東芝跡地」など各地区
のまちづくりなど、「次なる茨木」の主な取組につい
て、情報共有するとともに、意見交換会を行いまし
た。
　意見交換会では、新施設の建設にあたり、環境へ
の配慮の取組をはじめ、ICTの活用（Wi-Fiの導入）
や地域が主体となったまちづくり、また、財源確保
の取組などについての意見交換がありました。

　平成27年12月に閉館した元市民会館。その跡地
を活用するにあたっては、「市民会館100人会議」を
開催するとともに、参加いただいた皆さんの意見を
踏まえ、キーコンセプトを「育てる広場」とし、「社
会実験IBALAB」など、市民との「対話」を基本に進
めています。

新施設について
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